
参考資料

令和２年国勢調査

増減数
（人）

増減率
（％）

増減数
（人）

増減率
（％）

佐賀県計 811,442 △21,390 △2.57% △54,297 △6.34%

佐賀市 233,301 △3,071 △1.30% △8,060 △3.34%

唐津市 117,373 △5,412 △4.41% △13,743 △10.48%

鳥栖市 74,196 1,294 1.77% 9,473 14.64%

多久市 18,295 △1,454 △7.36% △4,444 △19.54%

伊万里市 52,629 △2,609 △4.72% △5,561 △9.56%

武雄市 47,914 △1,148 △2.34% △3,583 △6.96%

鹿島市 27,892 △1,792 △6.04% △4,225 △13.16%

小城市 43,952 △307 △0.69% △1,900 △4.14%

嬉野市 25,848 △1,488 △5.44% △4,544 △14.95%

神埼市 31,022 △820 △2.58% △2,515 △7.50%

吉野ヶ里町 16,323 △88 △0.54% 223 1.39%

基山町 17,250 △251 △1.43% △1,639 △8.68%

上峰町 9,286 3 0.03% 196 2.16%

みやき町 25,511 233 0.92% △1,646 △6.06%

玄海町 5,609 △293 △4.96% △1,129 △16.76%

有田町 19,010 △1,138 △5.65% △2,560 △11.87%

大町町 6,293 △484 △7.14% △1,663 △20.90%

江北町 9,566 △17 △0.18% △62 △0.64%

白石町 22,051 △1,890 △7.89% △5,006 △18.50%

太良町 8,121 △658 △7.50% △2,539 △23.82%
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若者･⼦育て世帯の住宅取得を
応援します

「ずっと住まいる
応援事業」

〜これまでもこれからも
ずっと⽩⽯に住んでほしい〜

「みんなで住まいる
応援事業」

〜みんなで⼀緒に
⽩⽯に住んでほしい〜

対象者 令和４年４⽉１⽇現在で夫婦ともに３９歳以下
または中学生以下の子どもがいる世帯

対象経費
新築住宅、建売住宅、中古住宅の
購入にかかった費用
※600万円(税抜)以上が対象

新たに親と同居するために⾏う、
既存住宅の増改築費用
※600万円(税抜)以上が対象

補助額 最大１００万円 最大５０万円

注意点
①令和４年４⽉１⽇以降に契約したものが対象となります。
②「ずっと住まいる応援事業」と「みんなで住まいる応援事業」を両方
申請することはできません。いずれか１回のみ。

③住宅に関連する補助⾦と重複して申請ができない場合があります。

新生活。
⽩⽯町で始めませんか。

白石町は
そんなみなさんを
応援します︕︕

上記以外の場合でも補助対象となる場合があります。
補助⾦交付に関する詳しい要件については、必ず下記までお問合せください。

問）総合戦略課 重点プロジェクト係 TEL 0952-84-7132

白石町っていいところだな。これからも住みたいなー。
そろそろ地元白石町に戻って家を建てようかなー。
これからも大好きな白石町に住み続けたいなー。
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結婚新生活を応援します

県外からの移住者を応援します

東京圏在住者
移住支援事業

〜東京圏から移住された⼈〜

さが暮らし
スタート支援事業

〜佐賀県外から移住された⼈〜

対象者
白石町へ移住する直前の10年間のう
ち、通算5年以上、東京23区に在住、
または東京23区へ通勤していた人で、
就業等の要件を満たす人

白石町へ移住する直前の10年間のうち、
通算5年以上、佐賀県外に在住してい
た49歳以下の人で、就業等の要件を満
たす人

補助額
単身で移住 ６０万円
世帯で移住 １００万円
（１８歳未満１⼈につき３０万円加算）

単身で移住 ６０万円
世帯で移住 １００万円

※東京圏（埼⽟県・千葉県・東京都・神奈川県）
上記３事業については他にも要件がありますので、詳しくは町のホームページをご覧い
ただくか、下記までお問合せください。

問）総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132

結婚新生活支援事業

対象世帯
①令和４年１⽉１⽇から令和５年３⽉３１⽇までに婚姻届を提出し、
受理された夫婦のいる世帯

②夫婦ともに婚姻⽇の年齢が３９歳以下

対象経費 令和４年１⽉１⽇から令和５年３⽉３１までに⽀払った
住宅取得費、リフォーム費用、住宅賃貸費用、引越費用

補助額
①夫婦ともに２９歳以下および直近の所得が４００万未満 ６０万円
②夫婦ともに３９歳以下および直近の所得が４００万未満 ３０万円
③夫婦ともに３９歳以下および直近の所得が４００万以上 ２０万円

問）総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132
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